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奈良市報告第３４号

平成２７年度決算に基づく奈良市財政の
健全化判断比率の報告について　　　　

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項の

規定により、平成２７年度決算に基づく奈良市財政の健全化判断比率を監査委員の意見を

付けて次のとおり報告する。

　　平成２８年９月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 奈良市長　　仲　川　元　庸

� （単位：％）

　備考　

　　実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、実質赤字額がないため、「―」と記載している。

比　率　名
平成 27 年度決算に基づく

健全化判断比率
早期健全化基準

実質赤字比率 ―  11.25

連結実質赤字比率 ―  16.25

実質公債費比率（３か年平均）  13.4  25.0

将来負担比率 171.5 350.0

－ 04 － － 1－



奈良市報告第３５号

平成２７年度決算に基づく奈良市公営企業の
資金不足比率の報告について　　　　　　　

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項

の規定により、平成２７年度決算に基づく奈良市公営企業の資金不足比率を監査委員の意

見を付けて次のとおり報告する。

　　平成２８年９月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 奈良市長　　仲　川　元　庸

� （単位：％）

　備考　

　　資金不足比率は、資金不足額がない場合、「―」と記載している。

会計の名称
平成 27 年度決算に
基づく資金不足比率

経営健全化基準

法
適
用

�水道事業会計 ―

20.0

都祁水道事業会計 ―

月ヶ瀬簡易水道事業会計 ―

下水道事業会計 ―

病院事業会計 ―

法
非
適
用

針テラス事業特別会計 ―

－ 2－ － 3－



奈良市報告第５２号

奈良市第４次総合計画の基本計画に係る実施状況（平成２３年度
～平成２７年度）の報告について　　　　　　　　　　　　　　

　奈良市第４次総合計画の基本計画に係る実施状況（平成２３年度～平成２７年度）につ

いて、奈良市行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例（平成２２年奈良市条例第

２０号）第５条第１項の規定により、次のとおり報告する。

　　平成２８年９月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 奈良市長　　仲　川　元　庸

１　奈良市第４次総合計画【前期基本計画】実施状況（平成２３年度～平成２７年度）

　（別冊）

－ 2－ － 3－



奈良市報告第５３号

奈良市第４次総合計画実施計画（平成２８年度～平成３０年度）
の策定の報告について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　奈良市第４次総合計画実施計画（平成２８年度～平成３０年度）を策定したので、奈良

市行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例（平成２２年奈良市条例第２０号）第５

条第２項の規定により、次のとおり報告する。

　　平成２８年９月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 奈良市長　　仲　川　元　庸

１　奈良市第４次総合計画【後期基本計画】実施計画（平成２８年度～平成３０年度）

　（別冊）

－ 4－ － 5－



奈良市報告第５４号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成２８年９月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　市営住宅等明渡し及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えの提起について

－ 4－ － 5－



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を別紙のとおり専決処分する

ものとする。

　　平成２８年７月１３日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

１　市営住宅等明渡し及び滞納家賃等の支払請求に関する訴えの提起について

－ 6－ － 7－



市営住宅等明渡し及び滞納家賃等の支払請求に
関する訴えの提起について　　　　　　　　　

　本市は、市営住宅等の明渡し及び滞納家賃等の支払いを求めるため、次のとおり裁判所

に訴えを提起する。

１　訴えを提起する相手方の住所及び氏名

　　別表のとおり

２　訴えの要旨

　　別表に記載する者を相手方として、次の判決及び仮執行の宣言を求める。

　⑴�　市営住宅等を明渡し、かつ原状に復し、奈良市営住宅条例第３８条第４項及び奈良

市改良住宅条例第５条で準用する奈良市営住宅条例第３８条第３項の規定により徴収

する金銭を支払え。

　⑵　滞納家賃及びこれに対する遅延損害金を支払え。

　⑶　訴訟費用は被告の負担とする。

３　訴訟遂行の方針

　⑴　弁護士を訴訟代理人と定める。

　⑵　判決の結果、必要がある場合は上訴する。

　⑶�　本市は、上記の訴訟において必要があるときは、適当と認める条件で当事者と和解

することができる。

－ 6－ － 7－





奈良市報告第５５号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成２８年９月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 8－ － 9－



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成２８年７月４日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成２８年４月８日午前１１時３０分頃、奈良市西大寺国見町一丁目地内において、市

道を歩いていた相手方が舗装ブロックの段差により転倒し負傷した事故について、和解に

より次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　７，９６０円

－ 10 － － 11 －



奈良市報告第５６号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成２８年９月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 10 － － 11 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成２８年７月２８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成２８年３月１１日午後０時頃、奈良市法蓮町地内において発生した、本市の公用車

が民家の塀に接触し破損させた事故について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定

するものとする。

１　損害賠償の額　１１３，４００円

－ 12 － － 13 －



奈良市報告第５７号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成２８年９月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 12 － － 13 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成２８年７月２８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成２８年４月２６日午前９時１０分頃、奈良市押熊町地内において発生した、本市の

公用車が駐車していた自転車及び駐車場のフェンスを損傷させた事故について、和解によ

り次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　２９２，５９５円

－ 14 － － 15 －



奈良市報告第５８号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成２８年９月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 14 － － 15 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成２８年８月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成２７年４月１１日午後１１時頃、奈良市右京一丁目地内において発生した、市道の

穴ぼこにより、走行していた相手方の軽自動車のタイヤ及びホイール等が損傷した事故に

ついて、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　１３０，０００円

－ 16 － － 17 －



奈良市報告第５９号

市長専決処分の報告について

　地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に掲げる事件を別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

　　平成２８年９月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　和解及び損害賠償の額の決定について

－ 16 － － 17 －



市　長　専　決　処　分　書

　地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、下記の事件を専決処分するものとする。

　　平成２８年８月１６日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

記

　　　和解及び損害賠償の額の決定について

　平成２８年７月２６日午後９時頃、奈良市杉ヶ町地内において発生した、市道の穴ぼこ

により、走行していた相手方の原動機付自転車の後輪タイヤ及びホイールが損傷した事故

について、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

１　損害賠償の額　７，９３９円

－ 18 － － 19 －



奈良市議案第８８号

平成２８年度奈良市一般会計
補正予算（第２号）　　　　

　平成２８年度奈良市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６１０，７９０千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２９，２７６，２１１千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第２条　債務負担行為の追加は、「第２表　債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第３条　地方債の変更は、「第３表　地方債補正」による。

　　平成２８年９月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

－18－ － 19 －



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

15．国 庫 支 出 金
千円

23,921,597
千円

92,553
千円

24,014,150

1 ．国 庫 負 担 金 19,239,817 4,669 19,244,486

3 ．国 庫 委 託 金 121,008 1,054 122,062

4 ．国 庫 交 付 金 1,461,402 86,830 1,548,232

20．繰 越 金 90,617 562,423 653,040

1 ．繰 越 金 90,617 562,423 653,040

21．諸 収 入 3,368,480 9,514 3,377,994

4 ．雑 入 1,836,855 9,514 1,846,369

22．市 債 12,957,200 △ 53,700 12,903,500

1 ．市 債 12,957,200 △ 53,700 12,903,500

歳 入 合 計 128,665,421 610,790 129,276,211

－ 20 － － 21 －



　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

2 ．総 務 費
千円

14,957,218
千円

17,454
千円

14,974,672

1 ．総 務 管 理 費 10,930,409 8,000 10,938,409

2 ．企 画 費 1,874,401 9,454 1,883,855

3 ．民 生 費 55,986,332 490,922 56,477,254

1 ．社 会 福 祉 費 25,200,368 208,643 25,409,011

2 ．児 童 福 祉 費 17,391,489 89,968 17,481,457

3 ．生 活 保 護 費 13,186,359 192,311 13,378,670

4． 衛 生 費 11,136,448 75,610 11,212,058

1 ．保 健 衛 生 費 1,834,067 53,000 1,887,067

2 ．保 健 所 費 1,839,877 22,610 1,862,487

9． 土 木 費 9,585,795 226,750 9,812,545

2 ．道 路 橋 梁 費 2,572,827 226,750 2,799,577

10．消 防 費 3,839,467 1,054 3,840,521

1 ．消 防 費 3,839,467 1,054 3,840,521

11．教 育 費 11,236,678 △ 208,000 11,028,678

2 ．小 学 校 費 2,188,874 △ 237,000 1,951,874

3 ．中 学 校 費 674,760 29,000 703,760

12．災 害 復 旧 費 39,000 7,000 46,000

2 ．土 木 施 設
災 害 復 旧 費 32,000 7,000 39,000

歳 出 合 計 128,665,421 610,790 129,276,211

－ 20 － － 21 －



第２表　債務負担行為補正

　１．追加分

第３表　地方債補正

　１．変更分

事　　　　項 期　　　　間 限　　度　　額

明 治 小 学 校 校 舎 改 築 事 業 平成28年度から
平成29年度まで

千円

271,000

起　債　の　目　的
限　　　　　度　　　　　額

補　　正　　前 補　　正　　後

福 祉 施 設 整 備 事 業
千円

147,900
千円

185,900

道 路 事 業 1,357,600 1,452,600

義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 1,140,100 951,100

災 害 復 旧 事 業 35,600 37,900

計 12,957,200 12,903,500

－ 22 － － 23 －



奈良市議案第８９号

平成２８年度奈良市国民健康保険
特別会計補正予算（第１号）　　

　平成２８年度奈良市の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１３１，０８０千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ４３，８３１，０８０千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　平成２８年９月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

－22－ － 23 －



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

　（註）　　「第10款　諸収入」を　「第11款　諸収入」　に改める。

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

3 ．国 庫 支 出 金
千円

8,944,054
千円

5,994
千円

8,950,048

2 ．国 庫 補 助 金 2,186,164 5,994 2,192,158

4 ．療 養 給 付 費
交 付 金 1,305,978 68,916 1,374,894

1 ．療 養 給 付 費
交 付 金 1,305,978 68,916 1,374,894

9 ．繰 入 金 2,795,931 239 2,796,170

2 ．基 金 繰 入 金 ― 239 239

10．繰 越 金 ― 55,931 55,931

1 ．繰 越 金 ― 55,931 55,931

歳 入 合 計 43,700,000 131,080 43,831,080

款 項 補正前の額 補　正　額 計

1 ．総 務 費
千円

343,236
千円

5,994
千円

349,230

1 ．総 務 管 理 費 267,168 5,994 273,162

11．諸 支 出 金 45,800 125,086 170,886

1 ．還 付 及 び
還 付 加 算 金 41,000 125,086 166,086

歳 出 合 計 43,700,000 131,080 43,831,080

－ 24 － － 25 －



奈良市議案第９０号

平成２８年度奈良市介護保険
特別会計補正予算（第２号）

　平成２８年度奈良市の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算の補正）

第�１条　歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１５，１５３千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ２８，２３１，２５３千円とする。

２�　歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

　　平成２８年９月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

－24－ － 25 －



第１表　歳入歳出予算補正

　歳　入

　（註）　　「第７款　諸収入」を　「第８款　諸収入」　に改める。

　歳　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

7 ．繰 越 金
千円
―

千円
15,153

千円
15,153

1 ．繰 越 金 ― 15,153 15,153

歳 入 合 計 28,216,100 15,153 28,231,253

款 項 補正前の額 補　正　額 計

5 ．諸 支 出 金
千円

12,300
千円

15,153
千円

27,453

1 ．償 還 金 及 び
還 付 加 算 金 12,300 15,153 27,453

歳 出 合 計 28,216,100 15,153 28,231,253

－ 26 － － 27 －



－ 26 － － 27 －



－ 28 － － 29 －



－ 28 － － 29 －



－ 30 － － 31 －



－ 30 － － 31 －



－ 32 － － 33 －



－ 32 － － 33 －



－ 34 － － 35 －



－ 34 － － 35 －



－ 36 － － 37 －



－ 36 － － 37 －



－ 38 － － 39 －



－ 38 － － 39 －



－ 40 － － 41 －



－ 40 － － 41 －



－ 42 － － 43 －



－ 42 － － 43 －



－ 44 － － 45 －



－ 44 － － 45 －



－ 46 － － 47 －



－ 46 － － 47 －



－ 48 － － 49 －



－ 48 － － 49 －



－ 50 － － 51 －



－ 50 － － 51 －



－ 52 － － 53 －



－ 52 － － 53 －



－ 54 － － 55 －



－ 54 － － 55 －



－ 56 － － 57 －



－ 56 － － 57 －



－ 58 － － 59 －



－ 58 － － 59 －



－ 60 － － 61 －



－ 60 － － 61 －



－ 62 － － 63 －



－ 62 － － 63 －



－ 64 － － 65 －



奈良市議案第９１号

奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番号
の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個
人情報の提供に関する条例の一部改正について　　　　　

　奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を次のように改正しようと

する。

　　平成２８年９月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　�奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

　奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年奈良市条例第４２号）

の一部を次のように改正する。

　別表第１中１２の項を１４の項とし、１１の項を１３の項とし、１０の項の次に次のよ

うに加える。

　別表第２に次のように加える。

１１　市長 特定不妊治療を受けた夫婦に対する治療費の助成に関する事務であっ
て規則で定めるもの

１２　市長 一般不妊治療等を受けた夫婦に対する治療費の助成に関する事務であ
って規則で定めるもの

１２　市長 特定不妊治療を受けた
夫婦に対する治療費の
助成に関する事務であ
って規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

－ 64 － － 65 －



　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　（提案理由）

　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づ

き、個人番号を利用する事務を追加しようとするものである。

１３　市長 一般不妊治療等を受け
た夫婦に対する治療費
の助成に関する事務で
あって規則で定めるも
の

地方税関係情報であって規則で定めるもの

－ 66 － － 67 －



奈良市議案第９２号

奈良市常勤の監査委員及び公営企業の管理者の退職手当の
特例に関する条例の一部改正について　　　　　　　　　

　奈良市常勤の監査委員及び公営企業の管理者の退職手当の特例に関する条例の一部を次

のように改正しようとする。

　　平成２８年９月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　�奈良市常勤の監査委員及び公営企業の管理者の退職手当の特例に関する条例の一部

を改正する条例

　奈良市常勤の監査委員及び公営企業の管理者の退職手当の特例に関する条例（平成２４

年奈良市条例第３８号）の一部を次のように改正する。

　第２条中「平成２４年７月１日」を「平成２８年７月１日」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　（提案理由）

　財政健全化のための施策の一環として、平成２８年７月１日に就任した常勤の監査委員

及び公営企業の管理者の同日を含む任期に係る退職手当を支給しないこととするものであ

る。

－ 66 － － 67 －



奈良市議案第９３号

奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる
特定非営利活動法人等を定める条例の一部改正について

　奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める

条例の一部を次のように改正しようとする。

　　平成２８年９月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　�奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定

める条例の一部を改正する条例

　奈良市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める

条例（平成２５年奈良市条例第５８号）の一部を次のように改正する。

　別表に次のように加える。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

　（提案理由）

　地方税法第３１４条の７第１項第４号に掲げる個人市民税の控除対象となる寄附金を受

け入れる特定非営利活動法人を追加しようとするものである。

特定非営利活動法人チョウ
タリィの会

奈良市あやめ池南五丁目
１番１号

平成２８年１月１日から平成
３３年９月３０日まで

－ 68 － － 69 －



奈良市議案第９４号

平成２７年度奈良市水道事業会計
未処分利益剰余金の処分について

　平成２７年度奈良市水道事業会計未処分利益剰余金１，６１１，５３８，５３９円のう

ち１，４００，０００，０００円を水道老朽施設更新積立金に積み立て、残余を繰り越す

ものとする。

　　平成２８年９月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　

－ 68 － － 69 －



奈良市議案第９５号

財産の取得について

　消防施設整備事業として、次に掲げる物品を取得するものとする。

　　平成２８年９月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　物品の表示

２　契 約 金 額　　２１，６８６，４００円

３　契約の相手方　　奈良市大宮町四丁目４５９番１

　　　　　　　　　　奈良日産自動車株式会社奈良店

　　　　　　　　　　　店長　北村　肇基

名　　　称 種　　　　類 数　量

救急自動車 高規格救急自動車 １　台

－ 70 － － 71 －



奈良市議案第９６号

工事請負契約の締結について

　月ヶ瀬小中一貫校建設その他工事について、次のとおり工事請負契約を締結するものと

する。

　ただし、設計変更に伴い必要があるときは、請負金額の５パーセント以内において変更

することができる。

　　平成２８年９月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　契約の目的　　月ヶ瀬小中一貫校建設その他工事

２　契約の方法　　制限付一般競争入札

３　契 約 金 額　　５７１，３２０，０００円

４　契約の相手方　　奈良市三条大路一丁目１番４８号

　　　　　　　　　　�月ヶ瀬小中一貫校建設その他工事中村建設・中西建設特定建設工事

共同企業体

　　　　　　　　　　　代表者　中村建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　中村　光良

　　　　　　　　　　　　　　　中西建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　中西　琢也

－ 70 － － 71 －



月ヶ瀬小中一貫校建設その他工事の概要

１．工事場所　　奈良市月ヶ瀬尾山２５５１番地

２．工事規模

　（１）建 築 工 事　　一式

　　　　　敷地面積　� ６，８５６．１３㎡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　１）増築建物１（校舎増築）

　　　　　　建築面積� ７２４．１５㎡　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　延床面積　� １，０２１．４２㎡　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　構造階数　　鉄筋コンクリート造　２階建

　　　２）増築建物２（ＥＶホール増築）

　　　　　　建築面積� ６９．５５㎡　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　延床面積� １０１．４３㎡　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　構造階数　　鉄骨造　３階建

　（２）校舎改修工事　　一式

　（３）電気設備工事　　一式

　（４）機械設備工事　　一式

　（５）外 構 工 事　　一式

３．工　　期　　契約の日から平成２９年３月３１日まで

－ 72 － － 73 －



－ 72 － － 73 －



－ 74 － － 75 －



－ 74 － － 75 －



－ 76 － － 77 －



－ 76 － － 77 －



奈良市議案第９７号

工事請負契約の締結について

　都祁小学校校舎増築その他工事について、次のとおり工事請負契約を締結するものとす

る。

　ただし、設計変更に伴い必要があるときは、請負金額の５パーセント以内において変更

することができる。

　　平成２８年９月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　契約の目的　　都祁小学校校舎増築その他工事

２　契約の方法　　制限付一般競争入札

３　契 約 金 額　　５１３，０００，０００円

４　契約の相手方　　奈良市西大寺栄町３番７号

　　　　　　　　　　都祁小学校校舎増築その他工事三和・森特定建設工事共同企業体

　　　　　　　　　　　代表者　三和建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　小林　伸嘉

　　　　　　　　　　　　　　　森建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　森　吉三郎
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都祁小学校校舎増築その他工事の概要

１．工事場所　　奈良市都祁白石町９７４番地

２．工事規模

　（１）建 築 工 事　　一式

　　　　　敷地面積　� １６，４４７．７１㎡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　１）増築建物１（校舎増築）

　　　　　　建築面積� ３９３．３３㎡　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　延床面積　� ７１４．６７㎡　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　構造階数　　鉄筋コンクリート造　２階建

　　　２）増築建物２（交流ルーム増築）

　　　　　　建築面積� ６７．４５㎡　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　延床面積� ６７．４５㎡　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　構造階数　　鉄骨造　平家建

　　　３）増築建物３（ランチルーム増築）

　　　　　　建築面積� ７２．５０㎡　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　延床面積� ７２．５０㎡　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　構造階数　　鉄骨造　平家建

　（２）校舎改修工事　　一式

　（３）電気設備工事　　一式

　（４）機械設備工事　　一式

　（５）外 構 工 事　　一式

３．工　　期　　契約の日から平成２９年３月３１日まで
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奈良市議案第９８号

損害賠償の額の決定について

　平成２７年１１月２８日、奈良市左京二丁目地内において、下水道の取付ますに木の根

が詰まり、相手方マンション側の配管が水圧で抜け、地下配管スペースに汚水が流れ出し

たことについて、損害賠償の請求があった。

　本件については、和解により次のとおり損害賠償の額を決定するものとする。

　　平成２８年９月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

１　損害賠償の額　　２，４８７，６７２円
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奈良市諮問第６号

人権擁護委員の候補者の推薦について

　人権擁護委員の候補者として次の者を推薦いたしたいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により議会の意見を問う。

　　平成２８年９月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　　　住　所　　

　　　　　氏　名　　臼
うす

　井
い

　　義
よし

　成
なり
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履　　　　歴　　　　書

　　氏　　名　　　臼　井　　義　成

　　生年月日　　　

　　現 住 所　　　

　　　　　　　　　　　　　学　　　　　　　�歴

　　 　　

　　　　　　　　　　　　　職　　　　　　　歴
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奈良市諮問第７号

人権擁護委員の候補者の推薦について

　人権擁護委員の候補者として次の者を推薦いたしたいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により議会の意見を問う。

　　平成２８年９月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　　　住　所　　

　　　　　氏　名　　安
やす

　村
むら

　　美
よし

　江
え
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履　　　　歴　　　　書

　　氏　　名　　　安　村　　美　江

　　生年月日　　　

　　現 住 所　　　

　　　　　　　　　　　　　学　　　　　　　�歴

　　 　　

　　　　　　　　　　　　　職　　　　　　　歴
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奈良市諮問第８号

人権擁護委員の候補者の推薦について

　人権擁護委員の候補者として次の者を推薦いたしたいので、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により議会の意見を問う。

　　平成２８年９月２日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良市長　　仲　川　元　庸

　　　　　住　所　　

　　　　　氏　名　　山
やま

　下
した

　　敬
けい

　輔
すけ
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履　　　　歴　　　　書

　　氏　　名　　　山　下　　敬　輔

　　生年月日　　　

　　現 住 所　　　

　　　　　　　　　　　　　学　　　　　　　�歴

　　 　　

　　　　　　　　　　　　　職　　　　　　　歴
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